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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第32期
第１四半期
累計(会計)期間

第33期
第１四半期
累計(会計)期間

第32期

会計期間

自平成20年
９月１日
至平成20年
11月30日

自平成21年
９月１日
至平成21年
11月30日

自平成20年
９月１日
至平成21年
８月31日

売上高　　　　　　　　（千円） 5,496,4523,840,82319,054,325

経常利益又は経常損失(△)

　　　　　　　　　　　（千円）
85,754△330,022 221,206

四半期純利益又は四半期（当期）純損失(△)　　　　　　（千円） 46,068△271,556△120,191

持分法を適用した場合の投資利益

　　　　　　　　　　　（千円）
－ － －

資本金　　　　　　　　（千円） 2,332,7292,332,7292,332,729

発行済株式総数　　　　　（株） 32,047,07132,047,07132,047,071

純資産額　　　　　　　（千円） 7,972,3737,463,3587,807,747

総資産額　　　　　　　（千円） 15,167,00014,561,91915,102,569

１株当たり純資産額　　　（円） 261.55 244.85 256.15

１株当たり四半期純利益金額又は四半期（当期）純損失金額(△）

　　　　　　　　　　　  （円）
1.51 △8.91 △3.94

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額　　　（円） － － －

１株当たり配当額　　　　（円） － － 2.50

自己資本比率　　　　　　（％） 52.6 51.3 51.7

営業活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
298,543△72,922 577,873

投資活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△14,994 27,786 122,977

財務活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△707,096△564,931△147,102

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高　　　　　（千円） 2,181,5322,548,7613,158,828

従業員数　　　　　　　　（人） 2,814 2,512 2,464

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．第32期第１四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため、第33期第１四半期累計（会計）期間及び第32期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また潜在株式が存在しないため、それぞれ記載

しておりません。　 
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人）     2,512

（注）従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む。）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

　

区分

当第１四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

ファンデーション・ランジェリー    

（ボディスーツ） 943,467 18.7 102.7

（ブラジャー・ガードル等） 3,727,709 73.9 96.5

その他 372,035 7.4 185.0

合計 5,043,212 100.0 101.2

（注）１. 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。

 

（２）仕入実績

　

区分

当第１四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

ボディケア化粧品・下着用洗剤等 104,108 97.7 63.0

健康食品 2,494 2.3 －

合計 106,603 100.0 64.4

（注）金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

 

（３）受注状況

当社は、一部受注生産を行っておりますが、販売実績に占める受注販売実績割合の重要性が乏しいため、記載を

省略しております。
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（４）販売実績

①地域別販売実績

区分

当第１四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

北海道・東北・信越地区 375,583 9.8 64.5

関東地区 1,036,222 27.0 70.2

北陸・東海地区 926,331 24.1 67.8

近畿地区 518,136 13.5 72.9

中国・四国地区 57,198 1.5 62.2

九州・沖縄地区 927,350 24.1 73.1

合計 3,840,823 100.0 69.9

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

 

②品目別販売実績

区分

当第１四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

製品

ファンデーション・ランジェリー    

（ボディスーツ） 635,670 16.6 66.7

（ブラジャー・ガードル等） 2,461,800 64.1 67.5

その他 284,474 7.4 159.7

小計 3,381,945 88.1 70.8

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤等 411,316 10.7 61.3

健康食品 47,561 1.2 103.1

小計 458,877 11.9 64.0

合計 3,840,823 100.0 69.9

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。

 

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況 

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、持ち直しつつありますが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあ

るなど依然として厳しい状況にあります。　

女性下着市場におきましても、百貨店、量販店を中心とする主力流通業態で売上高の前年実績割れが続いており、

厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のなか、前期での不採算店舗の統廃合など合理化による損益分岐点売上高の引き下げで、利益確

保ができる経営体質へ近づいたと考えておりましたが、当第１四半期会計期間において、売上が計画を下回る結果

となりました。リピーターのお客様への売上は、ほぼ計画通りでしたが、新規のお客様への一人当たりの購入単価は

計画を少し上回ったものの、新規契約していただいたお客様の数が当初の計画を下回り、結果、売上全体が伸び悩み

ました。

期初からミディ層のお客様の拡大を通じて、全体の新規のお客様数の拡大に結びつけていく試みや11月に約１年

ぶりの「DECORTE SARAVIR（デコルテサラヴィール）」の新色エレガントピンクの発売などを実施いたしました

が、期初の落ち込みをカバーするまでには至りませんでした。　

これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高38億40百万円（前年同期比30.1％減）、営業損失３億23百

万円（前年同期は79百万円の営業利益）、経常損失３億30百万円（前年同期は85百万円の経常利益）、四半期純損

失２億71百万円（前年同期は46百万円の四半期純利益）となりました。

（２）財政状態の状況

当第１四半期会計期間末における資産合計は145億61百万円となり、前事業年度末に比べ、５億40百万円の減少と

なりました。

流動資産合計は42億66百万円となり、前事業年度末に比べ、５億28百万円の減少となりました。これは主に、たな

卸資産の増加、繰延税金資産の増加、現金及び預金の減少及び売掛金の減少の結果によるものであります。

固定資産合計は102億95百万円となり、前事業年度末に比べ、12百万円の減少となりました。これは主に、繰延税金

資産の増加、建物等の減価償却による減少及び差入保証金の減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における負債合計は70億98百万円となり、前事業年度末に比べ、１億96百万円の減少と

なりました。

流動負債合計は55億69百万円となり、前事業年度末に比べ、２億92百万円の減少となりました。これは主に、未払

費用の増加、前受金の増加、未払消費税等の増加、短期借入金の減少、１年内返済予定の長期借入金の減少、支払手形

及び買掛金の減少及び賞与引当金の減少の結果によるものであります。

固定負債合計は15億28百万円となり、前事業年度末に比べ、96百万円の増加となりました。これは主に、退職給付

引当金の増加及び長期借入金の減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は74億63百万円となり、前事業年度末に比べ、３億44百万円の減少

となりました。これは主に、四半期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少の結果によるものであ

ります。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ、６億10

百万円減少し、25億48百万円となりました。

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は72百万円（前年同期は２億98百万円の増加）となりました。これは主に、退職給

付引当金の増加１億90百万円、未払費用の増加１億37百万円、売上債権の減少１億16百万円等による資金の増加、税

引前四半期純損失３億88百万円、たな卸資産の増加１億83百万円、仕入債務の減少１億48百万円等による資金の減

少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、増加した資金は27百万円（前年同期は14百万円の減少）となりました。これは主に、差入保証金

の回収による収入55百万円による資金の増加、移転改装等に伴う有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による

支出８百万円及び無形固定資産の取得による支出18百万円等による資金の減少によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は５億64百万円（前年同期は７億７百万円の減少）となりました。これは、短期借
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入金の純減少２億85百万円、長期借入金の返済による支出２億14百万円、配当金の支払62百万円等による資金の減

少によるものであります。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（５）研究開発活動

当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は、４百万円であります。

なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

（２）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、改修について完了し

たものは、当社直営店舗の移転が２店であります。なお、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、

改修について重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の除却等の計画は、当社直営店舗等の統廃

合が１店であります。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 66,150,000

計 66,150,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発
行数(株)
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成22年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,047,071 32,047,071
㈱大阪証券取引所

（市場第二部）
単元株式数100株

計 32,047,071 32,047,071 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増
減額(千円)

資本準備金残
高(千円)

平成21年９月１日～

平成21年11月30日 
－ 32,047,071 － 2,332,729 － 2,195,452
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（５）【大株主の状況】

 平成21年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目５－１ 8,055 25.13

正岡　規代 奈良県橿原市 3,400 10.60

マルコ社員持株会 大阪市中央区瓦町二丁目２－９ 2,090 6.52

梶村　絹子 奈良県橿原市 1,350 4.21

正岡　昌子 大阪市西区 1,350 4.21

池田　豊治 三重県鈴鹿市 194 0.60

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４－６ 115 0.35

栄レース株式会社 兵庫県宝塚市美幸町10－51 111 0.34

株式会社セディナ 名古屋市中区丸の内三丁目23－20 111 0.34

松元　猛 東京都板橋区 100 0.31

柳川　勝也

(成年後見人　柳川賢惠)　
兵庫県西宮市 100 0.31

計 － 16,978 52.98

（注）１．上記のほか、自己株式が1,566千株あります。

　２．池田豊治氏の所有株式数には、マルコ役員持株会名義の株式2,979株を含めて記載しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 1,566,200
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  30,443,100 304,431 －

単元未満株式 普通株式　　  37,771 － －

発行済株式総数 32,047,071 － －

総株主の議決権 － 304,431 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,300株含まれております。ま

た、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数53個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式） 

マルコ株式会社
大阪市中央区瓦町二丁目２－９ 1,566,200 － 1,566,200 4.88

計 － 1,566,200 － 1,566,200 4.88

　

EDINET提出書類

マルコ株式会社(E00609)

四半期報告書

11/24



２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
９月

10月 11月

最高(円) 136 139 136

最低(円) 122 123 117

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期累計期間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則

に基づき、当第１四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

21年９月１日から平成21年11月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年９月１日から平成20

年11月30日まで）に係る四半期財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第１四

半期会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年９月１日から

平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受け

ております。

なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら名称変更しております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,548,761 3,158,828

売掛金 280,517 397,515

商品及び製品 703,334 520,009

仕掛品 3,937 3,330

未成業務支出金 21,263 18,898

原材料及び貯蔵品 124,107 127,383

その他 585,921 571,939

貸倒引当金 △1,629 △3,516

流動資産合計 4,266,213 4,794,390

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,326,826 3,371,933

土地 4,986,672 4,986,672

その他（純額） 264,943 277,128

有形固定資産合計 ※1
 8,578,442

※1
 8,635,734

無形固定資産 284,074 288,806

投資その他の資産

その他 1,433,464 1,383,951

貸倒引当金 △276 △313

投資その他の資産合計 1,433,188 1,383,638

固定資産合計 10,295,706 10,308,178

資産合計 14,561,919 15,102,569
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 963,997 1,112,985

短期借入金 2,520,000 2,805,000

1年内返済予定の長期借入金 482,200 607,200

未払法人税等 41,852 78,987

賞与引当金 108,593 154,077

返品調整引当金 51,000 58,000

ポイント引当金 236,000 225,000

その他 1,165,934 820,768

流動負債合計 5,569,578 5,862,018

固定負債

長期借入金 576,900 666,200

退職給付引当金 890,351 699,844

その他 61,731 66,758

固定負債合計 1,528,982 1,432,802

負債合計 7,098,560 7,294,821

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 3,432,147 3,779,906

自己株式 △492,437 △492,429

株主資本合計 7,467,892 7,815,658

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,515 △1,082

繰延ヘッジ損益 △6,048 △6,827

評価・換算差額等合計 △4,533 △7,910

純資産合計 7,463,358 7,807,747

負債純資産合計 14,561,919 15,102,569
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 5,496,452 3,840,823

売上原価 2,780,513 2,202,180

売上総利益 2,715,939 1,638,643

返品調整引当金戻入額 96,000 58,000

返品調整引当金繰入額 88,000 51,000

差引売上総利益 2,723,939 1,645,643

販売費及び一般管理費 ※
 2,644,833

※
 1,969,513

営業利益又は営業損失（△） 79,105 △323,870

営業外収益

受取利息 1,074 745

受取配当金 122 116

受取手数料 21,126 6,549

不動産賃貸料 － 4,728

その他 10,782 3,359

営業外収益合計 33,105 15,500

営業外費用

支払利息 19,857 17,455

その他 6,599 4,197

営業外費用合計 26,456 21,652

経常利益又は経常損失（△） 85,754 △330,022

特別利益

賞与引当金戻入額 93,561 －

貸倒引当金戻入額 2,369 1,923

特別利益合計 95,930 1,923

特別損失

減損損失 17,852 2,833

固定資産除却損 9,940 －

賃貸借契約解約損 9,732 －

訴訟関連損失 － 42,063

その他 － 15,787

特別損失合計 37,526 60,683

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 144,159 △388,782

法人税、住民税及び事業税 34,234 33,867

法人税等調整額 63,855 △151,094

法人税等合計 98,090 △117,226

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,068 △271,556
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

144,159 △388,782

減価償却費 103,819 86,252

減損損失 17,852 2,833

長期前払費用償却額 2,847 1,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,902 △1,923

賞与引当金の増減額（△は減少） △139,000 △45,483

返品調整引当金の増減額（△は減少） △8,000 △7,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △343,000 11,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,997 190,506

受取利息及び受取配当金 △1,196 △862

支払利息 19,857 17,455

固定資産除却損 9,940 393

賃貸借契約解約損 9,732 10,063

売上債権の増減額（△は増加） 37,843 116,998

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,882 △183,019

前払費用の増減額（△は増加） 105,264 9,103

仕入債務の増減額（△は減少） 85,766 △148,987

未払金の増減額（△は減少） △23,807 21,158

未払費用の増減額（△は減少） 154,584 137,168

前受金の増減額（△は減少） △1,374 81,880

未払消費税等の増減額（△は減少） 121,623 71,412

その他 △8,057 26,650

小計 386,833 8,535

利息及び配当金の受取額 1,672 1,386

利息の支払額 △24,323 △19,915

法人税等の支払額 △65,639 △62,929

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,543 △72,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △13,504 △8,699

無形固定資産の取得による支出 △12,507 △18,197

差入保証金の差入による支出 △14,471 △40

差入保証金の回収による収入 27,882 55,006

その他 △2,393 △284

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,994 27,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △360,000 △285,000

長期借入金の返済による支出 △214,300 △214,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,602

自己株式の取得による支出 △2,135 △7

配当金の支払額 △130,661 △62,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △707,096 △564,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,547 △610,067

現金及び現金同等物の期首残高 2,605,080 3,158,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,181,532

※
 2,548,761
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【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

（四半期損益計算書関係）

１．前第１四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「不動産賃貸料」は、営業

外収益の総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半

期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸料」は4,728千円であります。

２．前第１四半期累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当第１四半期累計期間393千円）

は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。

３．前第１四半期累計期間において、区分掲記しておりました「賃貸借契約解約損」（当第１四半期累計期間10,063千

円）は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示しております
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年11月30日）

前事業年度末
（平成21年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,185,108千円で

あります。

２　財務制限条項等 

当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとす

るコミット型タームローン契約（契約日平成16年３

月31日、変更契約日平成19年２月５日、第二変更契約

日平成20年12月30日、借入金残高125,000千円）には、

以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した

場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入の元本並びに利息及び清算金等を支払うこと

になっております。

①　各事業年度末の報告書等における貸借対照表に記

載される「純資産の部」の合計金額から新株予約

権及び繰延ヘッジ損益の各金額を控除した金額を

78億円以上に維持すること。

②　各事業年度末の報告書等における損益計算書に記

載される経常損益を損失としないこと。但し、平成18

年８月期及び平成20年８月期の報告書等においては

これを除く。

③　各事業年度末の報告書等における貸借対照表に記

載される有利子負債の合計金額を損益計算書におけ

る営業損益、受取利息、受取配当金、減価償却費の合

計金額から、株主資本等変動計算書における剰余金

の配当、剰余金の配当（中間配当）及び役員賞与の

支給の合計金額を控除した金額の10倍以下に維持す

ること。但し、平成18年８月期及び平成20年８月期の

報告書等においてはこれを除く。なお、有利子負債と

は、短期借入金、１年以内に返済予定の長期借入金、

長期借入金、社債（新株予約権付社債を含み、以下同

様とする。）及び１年以内に償還となる社債等のこ

とをいい、以下同様とする。

④　各事業年度末の報告書等における貸借対照表に記

載される有利子負債の合計金額を、「純資産の部」

の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の各

金額を控除した金額の70％以下に維持すること。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,129,673千円で

あります。

２　財務制限条項等

当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとす

るコミット型タームローン契約（契約日平成16年３

月31日、変更契約日平成19年２月５日、第二変更契約

日平成20年12月30日、借入金残高250,000千円）には、

以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した

場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入の元本並びに利息及び清算金等を支払うこと

になっております。

①　各事業年度末の報告書等における貸借対照表に記

載される「純資産の部」の合計金額から新株予約

権及び繰延ヘッジ損益の各金額を控除した金額を

78億円以上に維持すること。

②　各事業年度末の報告書等における損益計算書に記

載される経常損益を損失としないこと。但し、平成18

年８月期及び平成20年８月期の報告書等においては

これを除く。

③　各事業年度末の報告書等における貸借対照表に記

載される有利子負債の合計金額を損益計算書におけ

る営業損益、受取利息、受取配当金、減価償却費の合

計金額から、株主資本等変動計算書における剰余金

の配当、剰余金の配当（中間配当）及び役員賞与の

支給の合計金額を控除した金額の10倍以下に維持す

ること。但し、平成18年８月期及び平成20年８月期の

報告書等においてはこれを除く。なお、有利子負債と

は、短期借入金、１年以内に返済予定の長期借入金、

長期借入金、社債（新株予約権付社債を含み、以下同

様とする。）及び１年以内に償還となる社債等のこ

とをいい、以下同様とする。

④　各事業年度末の報告書等における貸借対照表に記

載される有利子負債の合計金額を、「純資産の部」

の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の各

金額を控除した金額の70％以下に維持すること。 
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料・賞与等 764,537千円

賞与引当金繰入額 72,954 

退職給付費用 78,772 

貸倒引当金繰入額 466 

ポイント引当金繰入額 211,000 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料・賞与等 618,567千円

賞与引当金繰入額 43,459 

退職給付費用 106,824 

ポイント引当金繰入額 82,376 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年11月30日現在）

　　　　　　　　（千円）　

（平成21年11月30日現在）

　　　　　　　　（千円）　

現金及び預金勘定 2,181,532

現金及び現金同等物 2,181,532

 

現金及び預金勘定 2,548,761

現金及び現金同等物 2,548,761

 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年11月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11

月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　 32,047,071株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　  　1,566,243株

 

３．配当に関する事項

配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月26日

定時株主総会
普通株式 76,202 2.5 平成21年８月31日平成21年11月27日利益剰余金
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年11月30日）

前事業年度末
（平成21年８月31日）

１株当たり純資産額 244.85円 １株当たり純資産額 256.15円

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1.51円 １株当たり四半期純損失金額 8.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）　　（千円） 46,068 △271,556

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
46,068 △271,556

期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　（株） 30,481,827 30,480,840

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  

　 平成21年１月７日

マルコ株式会社 　

 取締役会　御中

 

 監査法人トーマツ

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大西　寛文　　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　基夫　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルコ株式会社の平

成20年９月１日から平成21年８月31日までの第32期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年９月１日から平成20年11月

30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マルコ株式会社の平成20年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  

　 平成22年１月８日

マルコ株式会社 　

 取締役会　御中

 

 有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　基夫　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神谷　直巳　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルコ株式会社の平

成21年９月１日から平成22年８月31日までの第33期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月

30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マルコ株式会社の平成21年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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